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１ 目的 

   業務仕様書は、独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構（以下「機構」という。）が発注する調査、

研究等、その他これらに類するもの（以下「業務」という。）に係る業務請負契約書（以下「契約書」という。）及

び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、業務実施上必要な事項を定め、もって

契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 

 

２ 用語の定義 

   契約書類に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

  （１）「契約書類」とは、契約書第１条に規定する契約書及び設計図書をいう。 

  （２）「仕様書」とは、業務仕様書及び特記仕様書（これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含

む。）並びにこれらを補足する書類をいう。 

  （３）「特記仕様書」とは、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める書類で、特記仕様書の他、 

甲がその都度提示した変更特記仕様書若しくは追加特記仕様書を含むものとする。 

  （４）「業務費内訳明細書」とは契約書第３条第１項の規定に基づき、請負代金額の内訳を示したものをい 

う。 

  （５）「監督員」とは、契約書第８条第１項の規定に基づき、甲が定め乙に通知した者をいう。 

  （６）「主任補助監督員」及び「補助監督員」とは、本仕様書６－２及び６－３の規定に基づき、監督 

員が定め乙に通知した者をいう。 

  （７）「完了検査」とは、契約書第２６条第２項の規定に基づき、業務の完了を確認するために行う検査を 

いう。 

  （８）「完了検査員」とは、契約書第２６条第２項の規定に基づき、「完了検査」を行うために甲が定めた者 

をいう。 

 （９）「指示」とは、監督員が乙に対し、業務の実施上必要な事項について書面をもって示し、実施させるこ 

とをいう 

 （10）「承諾」とは、契約書類で明示した事項について、甲若しくは監督員又は乙が書面により同意すること 

をいう。 

 （11）「協議」とは、書面により契約書類の協議事項について、甲若しくは監督員と乙が対等の立場で合議 

  し、結論を得ることをいう。 

 （12）「提出」とは、監督員が乙に対し、又は乙が監督員に対し業務に係る書面又はその他の資料を説明 

  し、差し出すことをいう。 

 （13）「掲示」とは、監督員が乙に対し、又は乙が監督員に対し業務に係る書面又はその他の資料を示し、 

説明することをいう。 

 （14）「報告」とは、乙が監督員に対し、業務の実施状況又は結果について書面をもって知らせることをい 

う。 

 （15）「通知」とは、監督員が乙に対し、又は乙が監督員に対し業務に関する事項について、書面をもって 
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知らせることをいう。 

（16）「書面」とは、手書き、印刷物等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は捺印したものを有 

効とする。緊急を要する場合はファクシミリ又はEメールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面 

と差し換えるものとする。 

 （17）「技術士」とは技術士法に定める資格をいう。  

（18）「ＲＣＣＭ」とは社団法人建設コンサルタンツ協会が定める資格をいう。 

   （19）「ＭＢＡ」とはMaster of Business Administration（経営学修士号）のことをいい、The Association to 

Advance Collegiate Schools of Business（AACSB）等の団体が認めたプログラムによるもの。 

 

３ 日数等の解釈 

   契約書類における期間の定めは契約書第１条第９項の規定によるものとするが、履行期間以外の日数の

算出に当っては、１２月２９日から翌年１月３日及び５月３日から５月５日までの期間の日数は算入しないものと

する。 

 

４ 契約書類の解釈 

  ４－１ 契約書類の相互補完 

   契約書類は、相互に補完し合うものとし、それのいずれか一つによって定められている事項は、契約の履

行を拘束するものとする。 

  ４－２ 業務仕様書及び特記仕様書の優先順位 

   業務仕様書、特記仕様書との間に相違がある場合には、特記仕様書、業務仕様書の順に優先するものと

する。 

 

５ 設計図書の点検 

   乙は、自らの負担で設計図書を十分点検し、疑義のある場合は、契約書第１４条の規定に従い、その確認

を受けなければならない。 

 

６ 監督員及び主任補助監督員等 

６－１ 監督員の権限 

契約書第８条２項の規定に基づき、監督員に委任した権限は次の各号に掲げるものをいう。 

（１）契約書第１２条の規定に基づき行う貸与品等の取扱い 

（２）契約書第１４条４項の規定に基づき行う設計図書の訂正又は変更 

（３）契約書第１５条の規定に基づき行う設計図書等の変更 

（４）契約書第１６条の規定に基づき行う業務の全部又は一部の一時中止の指示 

（５）契約書第１７条２項の規定に基づき行う設計図書等の変更 

（６）契約書第１９条の規定に基づき行う履行期間の短縮変更の請求 
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（７）契約書第２２条の規程に基づき行う臨機の措置の請求 

（８）契約書第２５条の規定に基づき行う設計図書の変更内容に関する協議、決定 

（９）契約書第２８条第１項の規定に基づき行う引渡し前における成果品の使用に関する協議、決定 

６－２ 主任補助監督員 

   監督員は、自己を補助させるため主任補助監督員を定め、監督員の権限とされる事項のうち監督員が必

要と認めた権限を委任することができるものとする。この場合において、監督員は主任補助監督員の氏名を

乙に通知するものとし、委任した権限の内容は特記仕様書に示すものとする。 

６－３ 補助監督員 

   監督員は、自己又は主任補助監督員を補助させるため補助監督員を定め、自己又は主任補助監督員の

権限とされる事項のうち監督員が認めた権限を委任することができるものとする。この場合において、監督員

は補助監督員の氏名を乙に通知するものとし、委任した権限の内容は特記仕様書に示すものとする。 

 

７ 管理技術者 

   契約書第９条第１項の規定に基づき設置する管理技術者は、乙に所属する者で日本語に堪能（日本語通

訳が確保できれば可）でなければならない。 

 

８ 担当技術者 

 （１）担当技術者とは、管理技術者の指揮の下、業務を担当する者のうち、乙に所属し、乙が定めた者をいう。 

 （２）乙は、業務の実施にあたって担当技術者を設置する場合は、その氏名とその他必要な事項を作業計画書

に記載するものとする。なお管理技術者と兼務する場合は除く。 

 

９ 配置技術者 

   入札前に企画提案書を甲に提出した業務にあっては、管理技術者又は担当技術者は、企画提案書の「予

定技術者の経歴等」の様式に記載している者の中からそれぞれ選定し、選定した者を原則として契約期間中

に配置しなければならない。なお、病気・死亡・退職等極めて特殊な事情により、選定した者を配置することが

困難な場合にあっては、監督員の承諾を得て、企画提案書に記載した技術者と同等以上の資格を有する者

を配置することができるものとする。 

 

１０ 提出書類 

１０－１ 監督員を経由しない書類 

   契約書第８条第２項に規定する「設計図書に定めるもの」とは、次の書類をいう。 

   （１）契約書第１０条第３項の規定による監督員に対する措置請求 

   （２）契約書第２７条第１項及び第３３条の規定による請負代金の支払いに係わる請求書 

   （３）契約書第２９条第１項の規定による保証証書の寄託及び前払いに係わる請求書 

   （４）契約書第３０条の規定による変更後の保証証書の寄託 
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   （５）契約書第３３条第１項の規定による第三者による代理受領の承諾願 

   （６）契約書第３６条第３項の規定による遅延利息の請求書 

１０－２ 提出書類の書式 

乙が甲に提出する書類で様式が定められていないものは、乙において様式を定め、提出するものとする。

ただし、甲又は監督員がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。 

１０－３ 業務費内訳明細書及び工程表 

   契約書第３条に規定する「業務費内訳明細書及び工程表」は、業務費内訳明細書承諾願（様式第１号）及

び業務工程表届（様式第２号）によるものとする。 

  １０－４ ＴＥＣＲＩＳ登録 

   乙は、受注時又は変更時において、請負金額５００万円以上の業務について、測量調査設計業務実績情

報サービス（TECRIS）に基づき、「業務カルテ」を作成し監督員の確認を受けた上、登録機関に以下のとおり

登録申請しなければならない。 

また、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督員に提出しなければならない。なお、これに要する費用

は乙の負担とする。 

   （１）受注時申請は、履行期間の開始日から土曜日、日曜日、祝日を除き１０日以内とする。 

   （２）完了時の申請は、業務完了届提出後１０日以内とする。 

   （３）受注時の内容に変更があった場合の申請は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日を除き１０日

以内とする。ただし、変更時と完了時の間が１０日に満たない場合は、変更時の申請を省略できるものと

する。また、請負金額のみの変更については、原則として申請を要しない。 

 

１１ 着手日 

   乙は特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後１４日以内に業務に着手しなければならない。この

場合において、着手とは、乙が業務の実施のため監督員と打合わせを行うことは又は現場業務を開始するこ

とをいう。 

 

１２ 作業計画書 

１２－１ 作業計画書の提出 

   乙は、業務着手前に次の各号に掲げる当該業務の全体計画に関する事項を記載した作業計画書を監督

員に提出しなければならない。ただし、業務着手前に提出することが困難なものについては、後日別途提出

することができるものとする。 

   なお、監督員は、提出された作業計画書を検討の上必要と認めた場合には、乙に対して修正を求めること

ができるものとする。 

   （１）業務概要 

   （２）計画工程表 

   （３）業務組織表 
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   （４）基本的な調査方法 

   （５）連絡体制（緊急時を含む） 

   （６）特記仕様書に定められた事項 

   （７）その他必要事項 

 １２－２ 作業計画書の承諾 

   乙は、特記仕様書で作業計画書の承諾を得るものとされた事項については、当該事項に着手する１４日前

までに監督員に別途提出し、その承諾を得なければならない。 

１２－３ 変更作業計画書 

   乙は、作業計画書の重要な内容を変更する場合は、その都度速やかに、監督員に変更作業計画書を提

出し、必要な事項については承諾を得なければならない。 

 

１３ 資料の貸与及び返却 

１３－１ 資料の貸与 

   監督員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を乙に貸与することができるものとする。 

１３－２ 資料の返却 

   乙は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合は、ただちに監督員に返却するものとす

る。 

１３－３ 資料の修復 

   乙は、貸与された図書及び関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合は、乙の責

任と費用負担において修復するものとする。 

１３－４ 資料の守秘義務 

  乙は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。 

 

１４ 業務の再委任等 

１４－１ 主たる部分の再委任 

   契約書第６条第１項に規定する「主たる部分」とは、次に掲げるものをいい、乙は、これを再委任することは

できない。 

（１） 計画、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断 

（２） 解析業務における手法の決定及び技術的判断 

（３） 特記仕様書に定めるもの 

 １４－２ 軽微な部分の再委任 

   契約書第６条第３項に規定する「軽微な部分」とは、特記仕様書に定めるものの他、コピ－、ワ－プロ、着色、

印刷、製本、計算処理、トレ－ス、発送、宛名書き及び資料整理作業等をいう。 

 １４－３ 再委任の承諾 

   乙は前記１４-１、１４-２に規定するもの以外のものを第三者に委任又は請け負わせようとする場合、並びに
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学識経験者等に技術協力を求めようとする場合には、実施する者の全てを明らかにして、契約書第６条第３

項の規定に基づき、甲に再委任承諾願（様式第３号）を提出し、その承諾を得なければならない。ただし、甲

の承諾により乙は契約上のいかなる責任又は義務を免れるものではない。 

 １４－４ 再委任の要件 

   乙は、業務の一部を第三者に委任又は請け負わせようとする場合、並びに学識経験者等に技術協力を求

めようとする場合は、国土交通省関東地方整備局の一般競争参加資格者又は指名競争参加資格者である

場合には、指名停止期間中ではない、第三者及び学識経験者等でなければならない。 

１４－５ 再委任者の管理等 

   乙は、業務を第三者に委任又は請け負わせようとする場合、並びに学識経験者等に技術協力を求めようと

する場合には、書面により契約関係を明確にし、その責任において実施しなければならない。 

 

１５ 使用人の管理 

   乙は、使用人（再委任者及びその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものを含む。）の雇用条   

件、賃金の支払状況、宿舎環境等を十分に把握し、適正な労働条件を確保しなければならない。 

 

１６ 打合せ 

 乙は、業務を適正かつ円滑に実施するため、監督員と常に密接な連絡をとり、必要な段階で、十分な打合

わせを行うものとし、その内容を業務打合簿（様式第４号）により監督員に提出するとともに相互に記載事項に

ついて確認しなければならない。 

 

１７ 履行報告 

 乙は、契約書第１１条の規定に基づく履行報告において、甲が求めた場合は、速やかに応じるものとする。 

 

１８ 数量の検測 

 １８－１ 検測の方法 

   数量の検測は、契約書類及び監督員の指示に従い、履行されたと監督員が認めた数量で行うものとする。    

なお、検測にあたっては、乙の立会いのうえ、甲又は監督員が行うものとする。 

 １８－２ 数量の少数位 

   検測及び支払数量の少数位は、次のとおりとする。 

検測数量 整数 

支払数量 整数 

 

１９ 業務の変更 

 １９－１ 業務の変更指示 

   監督員が、契約書第１４条及び第１５条の規定に基づく業務の内容の変更又は設計図書の訂正（以下「業



 ９

務の変更」という。）の指示を行う場合は、業務指示書（様式第５号）によるものとする。 

 １９－２ 変更業務の施行 

  乙は、業務の変更指示が行われた場合には、その指示に従って業務を実施しなければならない。 

 

２０ 業務の一時中止に伴う増加費用の協議 

   契約書第１６条第２項の規定に基づき甲が負担する、業務の一時中止に伴う増加費用の契約書第２１条第   

３項による協議において、監督員と乙との協議が整った場合は、協議書により乙は同意書（様式第６号）を監

督員に提出するものとする。 

なお、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、監督員が定め乙に通知する。 

 

２１ 契約変更 

 ２１－１ 契約変更 

甲と乙は、次の各号に掲げる場合において、業務請負契約の変更を行うものとする。 

（１）業務内容の変更により著しく請負代金額に変更が生じる場合 

（２）業務完了に伴い精算を行う場合又は、契約書第３２条に規定する部分引渡しを行う場合 

（３）履行期間の変更を行う場合 

（４）業務施行上必要があると認める場合 

２１－２ 契約変更書類の作成 

前項の場合において、乙は、変更する契約書類を作成し、変更契約決定通知書に記載された期日までに、

記名押印の上甲に提出しなければならない。なお、変更する契約書類は、次の各号に基づき作成されるもの

とする。 

（１）本章２０－１の規定に基づき監督員が乙に指示した事項 

（２）業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済みの事項 

（３）精査による変更 

（４）その他甲又は監督員と乙との協議で決定された事項 

２１－３ 請負代金額の変更 

請負代金額の変更については、業務の実施条件が異なる場合で業務費内訳明細書の単価によることが不

適当な場合、原則として変更指示時の価格を基礎として甲と乙が協議して、その他の場合は業務費内訳明

細書の単価を基礎として定めるものとする。 

 

２２ 履行期間の変更 

２２－１ 事前協議 

事前協議とは、契約書第１４条第５項及び第１５条の規定に基づく業務の変更において、当該変更が、履

行期間変更協議の対象であるか否かを監督員と乙との間で確認することをいう。 

２２－２ 事前協議の手続き 
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監督員は、業務の変更指示を行う場合において、履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて通知

するものとし、乙はこれを確認するものとする。 

なお、乙は、監督員からの通知に不服がある場合には、7日以内に異議を申し立てることができる。 

２２－３ 履行期間変更協議の手続き 

乙は、事前協議において履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び契約書第１６条第１項の

規定に基づき業務の一時中止指示を行ったものについて、契約書第２０条に基づく協議開始の日に、必要と

する延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な書類を添付の上、速やかに履行期間変更協議書（様

式第７号）を甲に提出するものとする。 

なお、甲は、事前協議により履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び業務の一時中止を指

示した事項であっても、残履行期間及び残作業量等から履行期間の変更が必要ないと判断した場合には、

履行期間変更を行わない旨の協議に代えることができる。 

２２－４ 乙からの履行期間延長の申請 

乙は、契約書第１８条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、必要とする延長日数

の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、速やかに履行期間延長願（様式第８号）を甲に提

出するものとする。 

 

２３  完了検査 

 ２３－１ 業務の完了届 

乙は、契約書第２６条の規定に基づき、業務完了届（様式第９号）を甲に提出しなければならない。 

 ２３－２ 業務完了届提出の要件 

乙は、業務完了届を甲に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 

（１）設計図書に示すすべての業務が完了していること 

（２）契約書第１３条の規定に基づき、監督員の請求した修補が完了していること。 

（３）設計図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。 

（４）最終変更契約書を甲と締結していること。 

ただし、契約書第２１条に基づき請負代金額の変更、増加費用、損害額について協議中のため、この変

更契約を締結できない場合で契約期間に達した場合は、その部分を除く最終変更契約書が準備されて

いること。 

２３－３ 検査日及び完了検査員名の通知 

監督員は、業務の完了検査に先立って乙に対して書面を持って、検査日及び完了検査員名を通知するも 

のとする。この場合において、乙は、検査に必要な書類及び資料などを整備するとともに、必要な人員及び機

材等を準備し、提供しなければならない。 

２３－４ 完了検査の内容 

完了検査員は、乙の立会いの上、業務成果品の出来形及び出来栄えを対象として契約書類と対比し、次 

の各号に掲げる検査を行うものとする。 
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（１）業務の出来形検査 

     業務の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来栄えの検査を行う。 

（２）業務の管理状況の検査 

     現場業務における業務管理状況については、書類、記録及び写真などを参考にして検査を行う。 

２３－５ 軽微な修補の取扱い 

（１）修補の指示 

     完了検査員は、修補の必要があると認めた場合においても、その修補が軽微であると判断した場合に 

は、乙に対して、期限を定めて修補の指示を行うことができるものとする。ただし、乙がその指示に異議を

申し出た場合はこの限りではない。 

（２）修補の完了の確認 

完了検査員が、修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は監督員が行うものとする。監督

員は、検査員の指示どおり修補が完了したと認めた場合には、乙に対して完了確認の通知書を交付す

るものとする。 

（３）修補が完了しない場合 

      完了検査員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、軽微な修補としての取扱いをやめ、

甲は、契約書第２６条第２項の規定に基づき検査の結果を通知するものとする。 

（４）検査完了期間の取扱い 

      前（２）により修補の完了が確認された場合は、その指示の日から修補完了の確認の日までの期間を、

又前（３）により取扱いをやめた場合は、その指示の日から期限の日までの期間を、それぞれ契約書第２

６条第２項に規定する期間に含めないものとする。 

（５）検査結果の通知 

      監督員が、この軽微な修補の取扱いに基づき、完了検査員の指示した修補の完了を認め、乙に完了

確認の通知書を交付した場合においても、契約書第２６条第２項の規定に基づいて甲が行う検査結果の

通知において、不合格とすることを妨げるものではない。 

２３－６ 一部完了検査 

   契約書第３２条に規定する「指定部分」が完了した場合には、前項までの各項を準用して、一部完了検査

を行うものとする。この場合において、「業務」とあるのは「指定部分にかかる業務」。「最終契約変更」とあるの

は「部分引渡しに伴う契約変更」、「完了検査」とあるのは「一部完了検査」、「完了検査員」とあるのは「一部完

了検査員」とそれぞれ読み替えるものとする。 

２４－７ 受渡書の提出 

乙は、完了検査に合格し完了認定の通知を受けたときは、契約書第２６条第３項の規定に基づき、速やか

に受渡書（様式第１０号）を甲に提出しなければならない。 

 

２４ 請負代金の支払 

甲は、請負代金を乙の指定する金融機関（日本国内の本支店）の口座に振り込む手続きを完了したときを
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もって、請負代金の支払いが完了したとものとする。 

 

２５ 遅延日数の算定 

契約書第３６条第２項及び第３項に規定する「遅延日数」は、次式により算定するものとする。 

   遅延日数＝（完了届受領日―契約履行期間日）＋ （修補の完了届受領日―不合格の通知日） 

なお、不合格の通知日及び修補の完了届受領日は、それぞれ契約書第２６条第２項及び第５項に規定す

るものをいい、本仕様書２４－５に規定するものは含めないものとする。 

 

２６ 部分使用 

２６－１ 適用範囲 

監督員は次の各号に掲げる場合において契約書第２８条の規定に基づき、乙に対し部分使用を請求する

ことができるものとし、乙は正当な理由がある場合を除き承諾するものとする。 

 （１）別途業務の用に供する必要がある場合 

 （２）その他特に必要と認められる場合 

２６－２ 部分使用検査 

監督員は、前項の規定に基づき部分使用の必要が生じたときには、乙の立会いの上、当該業務目的物の

出来形の検査を行うものとする。この場合において乙は、当該業務目的物の成果品調査を作成し、監督員に

提出するとともに、その他検査に必要な資料、写真等を準備し、また必要な人員、機材等を提供するものとす

る。 

２６－３ 部分使用の協議 

乙は、部分使用の協議に同意した場合は、部分使用同意書（様式第１１号）を監督員に提出するものとす

る。 

 

２７ 保険の付保及び事故の補償 

２７－１ 保険の付保 

契約書第４３条に規定する火災保険その他の保険の付保は任意とする。 

２７－２ 法定保険の加入 

乙は、雇用保険法、労働災害補償保険法、健康保険法、中小企業退職金共済法の規定により、使用人等

の雇用形態に応じ、使用人等を被保険者とするこれらの保険に加入し又は、加入させなければならない。 

２７－３ 業務上の事故補償 

乙は、使用人等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な

補償をしなければならない。 

 

２８ 特許権等の使用に係わる費用負担 

乙は、契約書第７条の規定に基づき、特許権等の対象となっている業務方法等の使用に関して費用の負
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担を甲に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に甲と協議しなければならない。 

 

２９ 特許権等の帰属 

（１）乙は、業務の実施に関連して発明又は考案、創作及び商標としての標章が確定（以下「発明等」とい 

う。）したときは、速やかに書面により甲に報告しなければならない。 

（２）前項の発明等が、甲及び乙共同によるものであるときは、甲と乙で協議のうえ、それぞれの持分を定 

め、特許、実用新案、意匠及び商標出願をするものとする。 

 

３０ かし担保 

   （１）乙は、履行期間中又はかし担保期間中に欠陥が出現した場合において、甲又は監督員からその欠陥    

    の原因の調査をすることを指示されたときは、これに従わなければならない。なお、当該欠陥が乙の責  

    に帰すべきものでないときは、この調査に要した費用は甲の負担とする。また、当該欠陥が乙の責に帰 

すべきものであるときは、上述の調査に要した費用は乙の負担とし、乙は契約書第３５条の規定に従っ    

て補修を行うものとする。 

 

３１ 成果品 

 ３１－１ 成果品 

   成果品の作成及び提出に当たっては、特記仕様書及び監督員の指示に従って行うものとする。 

 ３１－２ 用紙の仕様 

   報告書の成果品において、情報用紙又は印刷用紙を使用する場合は、原則として「国等による環境物品    

  等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。）」第6条の規定に 

基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」で定める基準を満足する用紙を使用するものとする。 

 

３２ 紛争中における甲、乙の義務 

（１）乙は、契約書第４５条の規定に基づく手続きを行った場合においても、業務を継続しなければならな 

い。 

（２）前記の場合で、契約更新を必要とする時は、甲及び乙は、甲が定めたものに従い、乙が不服がある 

旨を明記して契約変更の締結を行うものとする。 

（３）業務が完了した場合、前記変更契約書に基づき、契約書第２６条の規定に基づく検査及び引渡し及 

び契約書第２７条に基づく請負代金の支払いを行うものとする。 

 

３３ 関係法令及び条例の遵守 

（１）乙は、当該業務の実施に当たっては、すべての関係諸法令及び条例などを遵守しなければならない。 

（２）乙は、当該業務の特記仕様書が関係諸法令及び条例に不適当であったり、矛盾していることが判明 

した場合は、直ちに書面にて監督員に報告し、その確認を求めなければならない。 



 １４

３４ 秘密の保持 

３４－１ 目的 

業務を遂行するため、秘密情報及び個人情報を開示及び提供するにあたり、以下のとおり定めるものとす 

る。 

３４－２ 定義 

秘密保持に関する定義は、下記の各項目の定めるところによる。 

（１）「秘密情報」とは、甲及び乙が所有する資料・データ・報告書等で、甲又は乙により秘密である旨の表 

示がなされたものをいう。 

   （２）「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）に規定されたものを 

いう。 

   （３）「秘密情報」及び「個人情報」は、文書・図面・電磁的記録等の保存媒体の如何を問わない。 

３４－３ 目的外の使用 

業務のために提供された秘密情報及び個人情報を業務の目的以外に使用してはならない。 

３４－４ 適切な管理 

（１）業務の遂行にあたり知り得た秘密情報及び個人情報について、善良な管理者の注意をもって、漏え        

い、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理に必要な措置を講じるものとする。 

（２）監督員が求めた場合、乙は「管理に必要な措置」について定めた情報管理基準を甲に提示する。 

３４－５ 従事者への周知 

（１）乙は、業務に従事している者（以下「従事者」という。）に対し、在職中及び退職後において、当該業務 

に関して知り得た秘密情報及び個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはなら 

ないことを周知しなければならない。 

（２）乙は、業務を遂行するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要か 

つ適切な監督を行わなければならない。 

３４－６ 利用者の制限 

乙は、業務の遂行のため開示又は提供された秘密情報及び個人情報について、業務の遂行に必要と認 

められる従事者以外に開示又は提供してはならない。 

３４－７ 資料の持出しの禁止 

秘密情報及び個人情報は、物的移動（複製物を作成し、複製物を移動させる場合も含む）や電磁的・電子 

的・ネットワーク的移動等の方法を問わず、無断で持ち出してはならない。 

３４－８ 複写又は複製の禁止 

乙は、業務の遂行するために甲から引き渡された秘密情報及び個人情報が記録された資料等を複写し、 

又は複製してはならない。ただし、あらかじめ監督員の承認を受けたときは、この限りではない。 

３４－９ 守秘義務 

業務の遂行上知り得た秘密情報及び個人情報を他に開示・漏洩してはならない。ただし、下記の項目に 

該当するものは、この限りでない。 



 １５

 （１）この契約への違反によらず公知であるか、又は入手後公知となった情報 

 （２）相手方より受領する以前から当事者が知っていた情報 

 （３）当該業務とは無関係に、当事者が知っていた情報 

 （４）相手方の書面による同意を事前に得て開示された情報 

 （５）法的手続き、あるいは公認会計士による監査等により当事者が開示を求められる情報 

３４－１０ 履行期間完了後の取扱い 

業務の履行期間終了後、速やかに、秘密情報及び個人情報が記載又は記録された文書、図面、電磁的 

記録等の媒体（複写物及び複製物を含む。）を返還し、返還が不可能な場合には、監督員の指示に従って、

当該媒体を再生不可能な状態に消去又は廃棄する。 

秘密保持に係る規定は、法令の定めにあるものを除き、履行期間終了後もなお有効とする。 

３４－１１ 第三者への委託を行う場合の取扱い 

当該業務の一部を第三者に委託した場合には、乙は当該第三者に対して、秘密情報及び個人情報に係 

る秘密保持について、乙の義務と同様の義務を負わせるものとする。 

３４－１２ 調査及び報告 

甲は乙に対し、秘密情報及び個人情報の管理状況の調査を目的として、必要な範囲で業務の履行場 

所に立ち入り、調査を行うことができる。 

   乙は、監督員から秘密情報及び個人情報の管理状況について報告を求められたときは、速やかに監 

督員に必要事項を報告しなければならない。 

３４－１３ 事故時の対応 

   乙は、秘密情報及び個人情報の不正使用、漏洩、滅失又は毀損その他の事故が発生した場合には、直 

ちに監督員に報告し、その対応について協議するものとする。なお監督員は、乙に対し問題の対処に必要 

な措置を求めることができる。 

 ３４－１４ 事故時の責任分担 

   乙の責に帰すべき事由により、秘密情報及び個人情報の不正使用、漏洩、滅失又は毀損その他の事故 

が発生し、これにより甲又は第三者への損害が生じた場合は、乙は、甲又は第三者に対し、その損害に 

ついて賠償の責を負うものとする。 

 



 １６

様式第1号 

平成  年  月  日 

 

独立行政法人 

日本高速道路保有・債務返済機構 

契約職 理事長代理       殿 

 

住 所              

会社名              

代表者            印 

 

 

 

業務費内訳明細書承諾願 

 

 

（業務名）                                       

 

 

 

 

標記について、別添業務費内訳明細書を提出致しますので、ご承諾下さいますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １７

別添‐1 

 

 

 

 

 

業務費内訳明細書 

 

 

 

（業務名）                                      

 

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

住 所              

会社名              

  代表者           印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １８

別添‐2 

業務費内訳明細書 

 

 

 

（業務名）                                      

 

 

 

 

 

工 種・細 目・名 称 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要 

   円 円  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 １９

様式第2号 

平成  年  月  日 

 

独立行政法人 

日本高速道路保有・債務返済機構 

契約職 理事長代理       殿 

住 所              

会社名              

  代表者           印 

 

 

 

業務工程表届 

 

 

 

（業務名）                                      

 

 

 

標記について、別添業務工程表を提出いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ２０

別添‐3 

 

 

業務工程表届 

 

 

 

（業務名）                                      

 

自  年  月  日        

履行期間             （  日間） 

     至  年  月  日        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 数量 

年 

摘要 
月 月 月 月 月 月 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

全体         



 ２１

様式第３号 

平成  年  月  日 

 

独立行政法人 

日本高速道路保有・債務返済機構 

監督員           殿 

住 所              

会社名              

代表者           印 

 

 

再委任承諾願 

 

 

 

（業務名）                                      

 

標記について、下記のとおり再委任に付したいので、御承諾下さいますようお願いたします。 

 

 

記 

 

１．再委任に付する内容 

２．期        間 

３．金        額 

４．再委任者に関する事項 

（1）住       所 

（2）商 号 ま た は 名 称 

（3）代 表 者 名 

（4）国土交通省関東地方整備局の調査 

等請負有資格の有無                                   有（コード番号       ）、無 

５．添  付  書  類                  再委任契約書の案 

（注）再委任者が無資格者の場合は、調査等履歴書、経営事項審査申請書類又は財務諸表を添付すること。 

 

 



 ２２

様式第4号 

 

業務打合簿 

 

第  回 

 追番 － 頁

平成  年  月  日 

打合せ簿を受領しました。 

平成  年  月  日 

打合せ簿を受領しました。 

機構印 

監督員 主任補助監督員 補助監督員 

請負人印 

 管理技術者 担当者

 

 

 

 

    

事業者名  受注者名  

業務名   打合せ方式 会議・電話 

日  時 平成  年  月  日  場   所  

出 席 者 機構側  請負人側  

（内容） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１） ２部作成し、機構、乙各１部を保有する。 

（注２） 内容欄には、下記事項毎に整理して記載すること。 

機 構 側：請求、通知、協議、回答、承諾 

請負人側：請求、報告、申出、質問、協議、提出 

（注３） 打合せ簿作成者側の受領表示は、取消し線により削除すること。 



 ２３

様式第５号 

 

 

業務指示書 

 

平成  年  月  日 

№           

 

（注）２部作成し、機構、乙各１部を保有する 

変更契約の記載について、該当しない場合は取消し線により削除すること 

 

監督員 印 主任補助監督員 印 補助監督員 印 

下記のとおり指示する。 

なお、本件は別途変更契約を締結する。 

（指示内容） 

 

 

 

 

 

 

 

以上による請負金額変更協議対象の有無 有・無 

以上による履行期間変更協議の対象の有無 有・無 

上記の指示書を受領しました。 管理技術者 印 



 ２４

様式第６号 

平成  年  月  日 

 

 

監督員 

             殿 

 

住 所              

会社名              

代表者            印 

 

 

 

○○注）同意書 

 

 

（業務名）                                      

 

 

年   月   日付け   号で協議のありました標記調査等の一部中止に伴う増加費用の負担額注）

（不可抗力による損害額）については同意いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以   上 

 

注）協議のあった内容を記載すること。 

 



 ２５

様式第７号 

平成  年  月  日 

 

独立行政法人 

日本高速道路保有・債務返済機構 

契約職 理事長代理       殿 

           

 

住 所              

会社名              

代表者            印 

 

 

 

履行期間変更協議書 

 

（業務名）                                      

 

 

年  月  日付け   号をもって御通知のあった標記について、下記のとおり協議いたします。 

 

 

 

記 

 

 

 

 

１．当初履行期間                 年  月  日から 

年  月  日まで 

２．延長履行期間                 年  月  日まで（延長日数   日） 

（注）変更工程表を添付すること。 

 

 

 



 ２６

様式第８号 

平成  年  月  日 

 

独立行政法人 

日本高速道路保有・債務返済機構 

契約職 理事長代理       殿 

 

住 所              

会社名              

代表者            印 

 

 

 

履行期間延長願 

 

（業務名）                                      

 

 

標記について、調査等請負契約書第18 条（第20 条）の規定に基づき下記のとおり延長して下さるようお願いい

たします。 

 

記 

 

 

１．当初履行期間              年  月  日  から  年  月  日まで 

２．延長履行期間               年  月  日  まで  （延長日数   日） 

３．延長理由 

（注）変更工程表を添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 



 ２７

様式第９号 

平成  年  月  日 

 

独立行政法人 

日本高速道路保有・債務返済機構 

契約職 理事長代理       殿 

住 所              

会社名              

代表者           印 

 

 

 

業務完了届 

 

 

 

（業務名）                                      

 

 

標記業務を完了しましたので、お届いたします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ２８

様式第１０号 

平成  年  月  日 

 

独立行政法人 

日本高速道路保有・債務返済機構 

契約職 理事長代理       殿 

住 所              

会社名              

代表者           印 

 

 

 

受  渡  書 

 

 

 

（業務名）                                      

 

 

標記について、完了検査に合格しましたので、これをお引き渡しいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ２９

様式第1１号 

平成  年  月  日 

 

 

監督員 

             殿 

 

                            

請 負 人              

管理技術者            印 

 

 

 

部分使用同意書 

 

 

（業務名）                                      

 

 

年   月   日付け   号で協議のありました標記業務の部分使用につきましては同意いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


